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無許可欠勤を行った職員の処分について 

 

 

１ 被処分者及び処分内容 

教育委員会事務局 一般職員（30歳代・男性） 

戒告（地方公務員法第 29条第 1項及び第 2号） 

２ 処分年月日 

令和 6年 8月 27 日（火） 

３ 処分の概要 

被処分者は、令和 5年 11 月 13日・14 日・15 日・16 日・17 日・20 日・21 日の７日間につい

て無許可欠勤したため、地方公務員法第 29 条第 1項第 1号及び第 2号の規定に基づき懲戒処分

として戒告とした。 

以 上   


